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～「役割を果たす」生き方よりも、
「自分がしたい」生き方を～

出典：内閣府男女共同参画局『共同参画』（2021年10月号）「令和３年度 性別による
　　 無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査結果」より

 このように、性別によって社会の中で期待する役割を分ける考え方を「性別役割分担意識」や性差に関する「無意識
の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」と言います。男女問わず、このような考え方に違和感がある人もいるのでは
ないでしょうか。
　このような思い込みを解消していくことが、誰もが生きやすい社会を実現するために求められています。今回は男性が
抱えやすい意識・思い込みの問題について、専門家にお話をうかがいました。

男性

男性は結婚して家庭をもって一人前だ１位

男性は仕事をして家計を支えるべきだ２位

デートや食事のお金は男性が負担すべきだ３位

女性は感情的になりやすい１位

女性には女性らしい感性があるものだ２位

家事・育児は女性がするべきだ３位

女性

Topics Information
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さいたま市男女共同参画推進事業者表彰式を開催しました

清水勇人市長から、表彰状が贈呈されました。

表彰式の後、清水市長を交えて歓談しました。

令和3年11月19日（金）　さいたま市役所　市長室

平成29年度より、ワーク・ライフ・バランスの推進など男女がともに働きやすい職場づ
くりに向けて積極的に取り組んでいる従業員300人以下の事業者を「さいたま市男女共同参
画推進事業者」として表彰しています。令和3年度は、以下の4事業者が表彰されました。

さいたま市男女共同参画推進事業者及び取組事例令和3年度

見沼区春岡　ソイルテクノロジー株式会社
⃝育児、介護に関する制度の弾力的な運用
⃝短時間正社員制度の導入、残業時間の削減
⃝オンラインによる現地確認システムの導入　等

大宮区桜木町　株式会社日さく
⃝育児、介護に関する制度の弾力的な運用
⃝テレワークの導入、女性管理職の登用や女性技術職の積極的な採用　等

桜区道場　株式会社渡辺製作所
⃝育児、介護休業等の取得の促進、残業時間の縮減
⃝女性の職域拡大への取組　等

見沼区春岡　株式会社インバックス
⃝育児、介護に関する制度の弾力的な運用
⃝短時間正社員制度の導入、残業時間の削減　等

仕事や身近な人間関係の悩みやストレスを抱え、生きづらさを感じていませんか。悩みや苦しさをひとりで
抱えず、「弱音をはく」ことも時には必要かもしれません。あなたのお悩みについて、お気軽にご相談ください。

電話番号 日　時 内　容

男性の悩み電話相談
（子ども家庭総合センター内　

男女共同参画相談室）
048-711-6101

令和4年3月まで
毎月第2・第4火曜日（祝日・休日を除く）

18時30分～20時30分

男性の生き方、夫
婦、親子の問題、
職場や近隣の人
間関係などの悩み
について、男性の
社会福祉士等が
相談に応じます

令和4年4月〜（実施日時変更予定）
最新の情報は市HPで

ご確認ください
女性の悩み電話相談
（子ども家庭総合センター内　

男女共同参画相談室）
048-711-6650 月曜日から金曜日 10時～20時

土・日・祝休日 10時～16時
女性の生き方、夫
婦、親子の問題、
職場や近隣の人
間関係などの相
談について、専門
の相談員が応じま
す。

浦和区役所 女性の相談室 048-829-6129 月・火・水・金曜日 10時～17時
中央区役所 女性の相談室 048-840-6132 火・金曜日 10時～17時
岩槻区役所 女性の相談室 048-790-0158 月・水曜日 10時～17時

まずは気持ちを伝えてみませんか
（電話相談のご案内）
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